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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 4 月 2 5 日 ( 2 0 2 3 . 4 . 2 5 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 容 器 に 充 填 物 を 充 填 し 、 施 栓 す る た め の 充 填 施 栓 装 置 に お い て 、 前 記 容 器 を 挟 持 す る た  
め の 爪 部 材 の う ち の 一 方 の 第 １ 爪 部 材 を 等 角 度 間 隔 に テ ー ブ ル 下 面 に 沿 っ て 設 け た 上 テ ー  
ブ ル 及 び 他 方 の 第 ２ 爪 部 材 を 等 角 度 間 隔 に テ ー ブ ル 上 面 に 沿 っ て 設 け 、 上 テ ー ブ ル に 重 ね  
て 配 置 し た 下 テ ー ブ ル か ら な る 回 転 テ ー ブ ル と 、 該 回 転 テ ー ブ ル の 上 テ ー ブ ル 及 び 下 テ ー  
ブ ル を そ れ ぞ れ 独 立 し て 回 転 駆 動 す る こ と で 容 器 の 挟 持 及 び 解 放 並 び に 爪 部 材 に よ っ て 挟  
持 さ れ た 容 器 の 搬 送 を 行 う 回 転 駆 動 機 構 と 、 回 転 テ ー ブ ル の 所 定 の 回 転 位 置 で 容 器 に 対 し  
て 充 填 物 を 充 填 す る 充 填 物 充 填 機 構 と 、 回 転 テ ー ブ ル の 所 定 の 回 転 位 置 で 充 填 物 を 充 填 し  
た 容 器 に 対 し て 施 栓 す る 施 栓 機 構 と を 備 え て な る こ と を 特 徴 と す る 充 填 施 栓 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 回 転 テ ー ブ ル の 所 定 の 回 転 位 置 で 充 填 物 を 充 填 す る 前 後 の 容 器 の 重 量 を 計 量 す る 計 量 機  
構 を 備 え て な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 充 填 施 栓 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 回 転 テ ー ブ ル の 下 方 に 、 容 器 を 下 か ら 支 持 す る 支 持 テ ー ブ ル を 配 置 し て な る こ と を 特 徴  
と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 充 填 施 栓 装 置 。
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